
 

船舶事故調査報告書 

令和５年３月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 転覆 

発生日時 令和４年８月１１日 １６時３０分ごろ 

発生場所 広島県廿日市
は つ かい ち

市丸石
まるいし

漁港南東方沖 

 丸石港４号防波堤東灯台から真方位１０８°１００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１６.３′ 東経１３２°１５.７′） 

事故の概要 漁船輝
てる

福
ふく

丸は、北北西進中、転覆した。 

事故調査の経過 令和４年８月２２日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 輝福丸、０.３トン 

 ＨＳ３―２３４３７（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 船外機に濡損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期 

事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、作業員Ａ及び作業員Ｂ（中華人民

共和国籍）を乗せ、かき筏を解体して発生した針金を積み、丸石漁港

へ向けて北北西進していた。 

船長は、船尾部に置いた渡し板の中央付近に腰を掛けて、船外機を

操作し、作業員Ａは、船首部に船尾方を向いて座り、作業員Ｂは、船

体中央部に船首方を向いて座っていた。 

本船は、丸石漁港に近づいたところ、右舷側に傾き始めバランスを

崩し、徐々に右舷側に傾斜して転覆した。 

船長及び作業員２人は、落水したものの、転覆した本船の船底に上

がり、転覆した本船を目撃した瀬渡船に救助された。 

本船は、本事故当時、船長が前方を見ており周囲を確認していなか

ったものの、海上が平穏であり、転覆するまで支障なく航行してい

た。 

船長は、丸石漁港とその南方対岸の廿日市市厳
いつく

島の間の大野瀬戸

を航行する船舶の航走波によって本船が動揺した経験があり、本船

が、他船の航走波を受けて船体が傾斜し転覆したのではないかと本事

故後に思った。 

船長は、固型式救命胴衣を着用していたが、作業員２人は救命胴衣

を着用していなかった。 

分析 本船は、北北西進中、右舷側に傾き、バランスを崩して、転覆した

ものと考えられる。 



 

本船は、他船の航走波を受けて右舷側に傾斜し転覆した可能性があ

ると考えられるが、転覆に至った状況を明らかにすることはできなか

った。 

原因 本事故は、本船が、北北西進中、右舷側に傾き、バランスを崩し

て、転覆したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・船長は、船舶が多数航行する海域では、他船の航行状況を確認

し、他船の航走波の影響を避けるなど慎重に航行すること。 

 ・小型船舶の乗船者は、暴露甲板上においては、常時、救命胴衣を

着用すること。 

 


